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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯台） 

発生日時 平成２７年１月１１日 ０１時３５分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市白石
しらいし

瀬戸 

 沖ノ白石灯台 

 （概位 北緯３４°２４.９９′ 東経１３３°３０.８４′）  

事故調査の経過  平成２７年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 光
こう

健
けん

丸、８７トン 

   １３５２５１、株式会社七福組 

２６.００ｍ×９.２０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年６月５日 

Ｂ 台船 こうけん、１,０８０トン 

   なし、株式会社七福組           

６０.０ｍ×１７.０ｍ×３.５ｍ、鋼 

   機関なし、平成８年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５２歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年６月３日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２３年６月２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月２日 

 次席船長 男性 ４６歳 

五級海技士（航海）  

    免 許 年 月 日 平成２年１月８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２４年１０月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３０年１月２８日 

 操船者 男性 ８０歳 

五級海技士（機関）  

    免 許 年 月 日 昭和３０年９月３０日 

    平成２３年５月１９日をもって失効していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 
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Ｂ 船首部海面上に破口を伴う凹損、船首エプロン先端左舷側に擦過

傷 

灯台 倒壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長、次席船長、操船者ほか１人が乗り組み、重機６台及

びトラック１台を積載したＢ船の船尾部に船首部を嵌合
かんごう

させて押船列

（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、山口県山口市秋穂港を出

港し、香川県小豆島へ向かった。 

Ａ船押船列は、次席船長及び操船者が船橋当直につき、操船者が操

舵に当たり、白石瀬戸のコゴチ島と沖ノ白石灯台の間を通航する予定

で、コゴチ島に向けて針路を定め、白石瀬戸西方沖を約８ノットの対

地速力で手動操舵により東進した。 

操船者は、沖ノ白石灯台まで約１海里（Ｍ）の地点に至ったとき、

白石瀬戸の東側に紅色の左舷灯を見せた反航船を初認したので、反航

船と左舷対左舷で通過しようと思い、同じ針路及び速力で航行した。 

操船者は、沖ノ白石灯台まで約０.５Ｍの地点に至り、反航船の緑

色の右舷灯が見える状況となったので、Ａ船の左舷灯を反航船に見せ

て左舷対左舷で通過しようと思い、沖ノ白石灯台に近いと感じつつ

も、右舵約１０°を取って船首を沖ノ白石灯台に向けた。 

次席船長は、操舵室右舷側で船首方の見張りを行い、操船者と同様

に反航船の舷灯が紅色から緑色に変化したのを見て、反航船の動向に

疑問を感じたものの、操船者が、白石瀬戸での操船経験が豊富であっ

たので、安全に反航船と擦れ違うことができると思い、操船者に対し

て指示等を与えずに操船を任せ、反航船の動向が気になったので、引

き続き左舷船首方の反航船を見守り続けた。 

Ａ船押船列は、操船者が、反航船の方を見ながら航行していたとこ

ろ、反航船の舷灯が緑色から紅色に変わったので、左舵約５°を取っ

て左転し始めようとしたところ、平成２７年１月１１日０１時３５分

ごろ、Ｂ船の船首方からドーンという音と振動がして行きあしが止ま

った。 

次席船長及び操船者は、何が起こったのか分からず、昇橋して来た

船長から沖ノ白石に乗り揚げたのではないかと言われ、Ｂ船船首部の

水平に降ろしたエプロン先端部に行って確認したところ、沖ノ白石灯

台が倒壊していたので、Ｂ船のエプロン部が灯台に衝突したことに気

付いた。 

Ａ船押船列は、岩場に乗り揚げていたＢ船のエプロン部を引き揚げ

て沖ノ白石から離れ、船長が海上保安庁に連絡し、白石瀬戸の東側で

損傷状況を確認して福山港に入港した後、広島県呉市の造船所に入渠
きょ

して修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の状況、写真２ Ｂ船

の損傷状況 参照） 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 次席船長及び操船者は、反航船の舷灯が気になり、レーダーで反航

船の動向を確認していなかった。 

次席船長及び操船者は、反航船に気を取られていて沖ノ白石灯台に

向かっていることを失念していた。 

反航船は、Ａ船押船列が沖ノ白石灯台と衝突した後、同灯台の北方

沖を通過して行った。 

船長は、音戸ノ瀬戸、来島海峡、明石海峡等の通航時には、自ら操

船指揮を行っていたが、白石瀬戸通航時には、次席船長及び操船者で

も安全に通過できると思い、両人に操船を任せていた。 

沖ノ白石灯台は、高さが１２ｍ、灯質が３秒に１閃光の単閃白光で

ある。 

Ｂ船船首部のエプロンは、長さ１２.０ｍ、幅７.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、白石瀬戸に向けて東進中、次席船長及び操船者が、

反航船に気を取られ、見張りを適切に行っていなかったことから、沖

ノ白石灯台に接近していることに気付かずに航行し、同灯台に衝突し

たものと考えられる。 

 次席船長及び操船者は、沖ノ白石灯台まで約０.５Ｍの地点に至

り、反航船の緑色の右舷灯が見える状況となった際、反航船と左舷対

左舷で通過しようと思い、右転して沖ノ白石灯台に向かう態勢とした

ものの、その後同灯台の存在を失念したものと考えられる。 

 次席船長は、操船者が白石瀬戸での操船経験が豊富であったことか

ら、白石瀬戸での操船を操船者に任せていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、白石瀬戸西側において、Ａ船押船列が、白石瀬戸

に向けて東進中、次席船長及び操船者が、反航船に気を取られ、見張

りを適切に行っていなかったため、沖ノ白石灯台に接近していること

に気付かずに航行し、同灯台に衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

・船橋当直者は、接近する他船を認めた場合、その動向を適切に判

断し、余裕のある時期に必要な動作をとること。 
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写真１ Ａ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
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